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昭和 61 年

３月 ◦市議会議員の報酬及び費用弁償等に関
する条例の一部改正（議員報酬を 41
万円など）を可決

６月 ◦「国保財政の危機打開に関する意見書」…
を可決（P24）

９月 ◦厚生大臣などに面会、「国保財政の危
機打開」を強く要請（P24）

12月 ◦「議員定数に関する特別委員会」を設置
（P25）

 ◦「都立病院誘致に関する意見書」を            
可決し、都知事に要請行動を行う

 ◦市議会議員団は、伊豆大島噴火災害            
義援金を大島町に贈る

昭和 63 年

１月 ◦市長選挙　波多野重雄氏２期目就任

３月 ◦八王子市議会史（資料編Ⅰ、Ⅱ、年表編）
発刊

８月 ◦議会の放映等に関する検討会を設置
（P61）

９月 ◦市議会議員の報酬及び費用弁償等に関
する条例の一部改正（議員報酬を 47
万円など）を可決

11月 ◦議会運営委員会は、決算審査特別委員
会の構成を議長を除く全議員とするこ
とを決定

昭和 62 年

３月 ◦議員定数に関する特別委員会は、議員
………………………………定数問題で市議会初の公聴会を開催
………………………………（P25）
 ◦議員提出議案「議員定数削減条例案」………………………………

を否決（P25）

４月 ◦市議会議員選挙

５月 ◦臨時会を開催し、議長に金子幸太郎            
議員、副議長に吉本良久議員を選出

６月 ◦市と合同で東京都に対し、都立病院 （南
部地域病院）誘致の要請行動を行う
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1989

平成元年

１月 ◦昭和天皇崩御　
 ◦市長、議長は、奉悼文を携え宮内庁へ

３月 ◦施政方針・当初予算等市長提案説明及
び会派代表質疑・一般質問をＣＡＴＶ
で放映開始（P61）

 ◦「八王子市基本構想の改定」を基本構
想特別委員会で審査し、本会議で可決
（P26）

４月 ◦交通事故撲滅に向け、JR 八王子駅など
５か所で実行運動を実施

 ◦３月議会で可決した「交通体系整備に
関する意見書」及び「東京都保険医療
計画の整備充実に関する意見書」につ
いて、都に要請行動を行う。

６月 ◦議長、副議長の辞任に伴い、議長に山
田いと子議員、副議長に秋山　進議員
を選出　

 ◦会派代表者会は、「虚礼廃止について
の申し合わせ事項」を決定

10月 ◦定例会招集月を早期化するよう市長に
要請（P28）

11月 ◦市長は、第４回定例会の招集月を 11
月に変更（P28）

 ◦定例会招集月の早期化に伴い、市議会
の呼称「３月、６月、９月、12 月定例
会」を「第１回、第２回、第３回、第
４回定例会」に改める（P28）

平成２年

２月 ◦市議会協議会は、市内での暴力団抗争
に対し、「暴力追放に関する決議」を
可決

３月 ◦予算審査特別委員会総括質疑をＣＡＴ
Ｖで放映開始

 ◦市議会議員の報酬及び費用弁償等に関
する条例の一部改正（議員報酬を 51
万円など）を可決

６月 ◦議員提出議案「首都高速道路の取り扱
いを中央自動車道八王子インターチェ
ンジまで延長に関する意見書」を可決

10月 ◦八王子市議会史（記述編Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）発刊
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平成４年

１月 ◦市長選挙　波多野重雄氏３期目就任

６月 ◦議長の辞任に伴い、議長に両角武雄議
員を選出

 ◦市議会議員の報酬及び費用弁償等に関
する条例の一部改正（報酬月額を 57
万円など）を可決

11月 ◦議会運営委員会は、一般質問の質問時
間を 40 分と決定

平成３年

４月 ◦市議会議員選挙

５月 ◦市議会臨時会を開催し、議長に吉本良
久議員、副議長に上島　宏議員を選出

６月 ◦市議会議員団は、雲仙・普賢岳噴火災
害義援金を日赤長崎県支部に贈る

12月 ◦地方自治法の一部改正により議会運営
委員会が法制化される

平成５年

６月 ◦議長、副議長の辞任に伴い、議長に石
井照浩議員、副議長に鶴田　粘議員を
選出

９月 ◦市議会議員団は、北海道南西沖地震義
援金を日本赤十字社北海道支部に贈る
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平成７年

１月 ◦市議会議員団は、兵庫県南部地震災害
義援金を日本赤十字社に贈る

４月 ◦市議会議員選挙

５月 ◦市議会臨時会を開催し、議長に大塚林太
郎議員、副議長に橋山国雄議員を選出

６月 ◦全国市議会議長会副会長に大塚議長が
就任

９月 ◦市内で発生した強盗殺人事件に関し、
「射殺事件の早期解決と銃犯罪の根絶
を求める意見書」を可決

 ◦市議会議員の報酬及び費用弁償等に関
する条例の一部改正（報酬月額を 61
万円など）を可決

平成６年

３月 ◦情報公開条例の一部改正（実施機関に
議会を加える）を可決

４月 ◦関東市議会議長会会長に石井議長が就任

６月 ◦市民から市長に提出され、市長から議
会に諮問された「入所保留処分の取り
消しを求める異議申し立て」３件は、
棄却すべきものと答申することを決定
（P34）

７月 ◦市議会は、「廿里町地内の墓地新設の
中止を求める請願」を採択し、都に協
力を要請

12月 ◦市議会議員の報酬及び費用弁償等に関
する条例の一部改正（期末手当を 0.1
か月引き下げるもの）を可決

平成８年

１月 ◦市長選挙　波多野重雄氏４期目就任

８月 ◦全国市議会議長会国会対策委員会委員
長に大塚議長が就任

９月 ◦議員提出議案「八王子市議会会議規則
の一部改正」（関連質問に係るただし
書きの削除）を可決（P35）
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平成 10 年

２月 ◦全国市議会議長会都市行政問題研究会
会長に皆川議長が就任

３月 ◦地方議会の活性化に向け、議場コンサート
を開催、以後、各定例会初日に開催（P38）

12月 ◦「八王子市基本構想の改定」について
基本構想特別委員会で審査し、本会議
で可決（P38）

 ◦八王子市議会議員の報酬及び費用弁償
等に関する条例の一部改正（期末手当
の年間支給率を５・25 か月）を可決

平成９年

６月 ◦議長、副議長の辞任に伴い、議長に皆
川清和議員、副議長に吉村藤吉議員を
選出

平成 11 年

２月… ◦第１回定例会の招集月を２月に変更（P39）

３月 ◦「八王子市議会議員の政治活動にかか
わる決議」を可決

４月 ◦市議会議員選挙

５月 ◦臨時会を開催し、議長に塚本秀雄議員、
副議長に町田貞之議員を選出

 ◦全国市議会議長会都市行政問題研究会
会長に塚本議長が就任

８月 ◦職員の公金横領事件に関連し臨時会を
開催し、市長などの給料を減じる「八
王子市長及び助役の給料の特例に関す
る条例」と「職員による不正防止と綱
紀粛清を求める決議」を可決（P39）

12月 ◦八王子市議会議員の報酬及び費用弁償
等に関する条例の一部改正（期末手当
の年間支給率を４・95 か月）を可決
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広報「はちおうじ」平成 11 年 9 月 1 日号より
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平成 13 年

３月 ◦八王子市議会政務調査費の交付に関す
る条例を可決（P41）

６月 ◦議長、副議長の辞任に伴い、議長に寺
田元信議員、副議長に生永恭博議員を
選出

９月 ◦「都立八王子小児病院の存続、拡充整
備を求める意見書」を可決（P42）

10月 ◦議長は八王子小児病院の存続、拡充を
都に要請（P43）

平成 12 年

１月 ◦市長選挙　黒須隆一氏１期目就任

５月 ◦八王子市ホームページに市議会情報の
掲載を開始（P62）

 ◦地方自治法の一部改正で政務調査費が
法制化される

６月 ◦市議会議員団は、有珠山噴火に対する
義援金を寄託

平成 14 年

４月 ◦関東市議会議長会会長に寺田議長が就
任

10月 ◦新基本構想等の素案を作成したゆめお
り市民会議との意見交換会を開催（P44）

12月 ◦「八王子市基本構想の改定」について
基本構想特別委員会で審査し、本会議
で可決（P43）

 ◦本会議録を市議会ホームページに公開
開始（P62）
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平成 16 年

１月 ◦市長選挙　黒須隆一氏２期目就任

６月 ◦「中央自動車道高井戸〜八王子間の料
金撤廃を求める意見書」を可決

９月 ◦「東京地方・家庭裁判所八王子支部等
の市内存続を求めて」、関係機関に要
望書を提出

10月 ◦市議会議員団は、新潟県中越地震災害
義援金を新潟県に贈る

平成 15 年

４月 ◦市議会議員選挙

５月 ◦臨時会を開催し、萩生田富司議員、副
議長に市川潔史議員を選出　

６月 ◦八王子市組織条例の一部を改正する条
例を組織条例等審査特別委員会で審査
し、本会議で可決（P44）

 ◦市議会議員の報酬及び費用弁償等に関
する条例の一部改正（報酬月額を 59
万円など）を可決

 ◦省エネルギー対策として、夏季会議中
は上着の着用をしないことを決定

 ◦全国市議会議長会副会長に萩生田議長
が就任

平成 17 年

２月 ◦中央自動車道高井戸〜八王子間の料金
撤廃を求め街頭署名活動を実施

５月 ◦中央自動車道高井戸〜八王子間の料金
撤廃を国土交通大臣に要請

６月 ◦議長、副議長の辞任に伴い、議長に飯
沢俊一議員、副議長に秋山　進議員を
選出

９月 ◦八王子市議会政務調査費の交付に関す
る条例の一部改正（領収書等の添付）
を可決
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平成 19 年

２月 ◦八王子市議会議員災害対応マニュアル
を作成（P64）

３月 ◦市議会議員団は、能登半島地震災害義
援金を日本赤十字社石川県支部に贈る

４月 ◦市議会議員選挙

５月 ◦臨時会を開催し、議長に高木順一議員、
副議長に小林信夫議員を選出

 ◦議員研修会「地方議会について」を開催

７月 ◦市議会議員団は、新潟県中越沖地震災
害義援金を日本赤十字社新潟県支部に
贈る

12月 ◦常任委員会会議録の市議会ホームペー
ジ掲載を開始

平成 18 年

３月 ◦八王子市内における小学生ひき逃げ事
故に対し、「米兵による児童ひき逃げ
事件に抗議し、日米地位協定の抜本的
改正を求める意見書」を可決

６月 ◦市議会議員に、ＡＥＤの取扱いなどの
応急救護講習を実施

９月 ◦決算認定議案の審議の早期化（P45）
 ◦泰安市と海外友好交流都市協定調印

11月 ◦高雄市と海外友好交流都市協定調印
 ◦始興市と海外友好交流都市協定調印
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平成 22 年

２月 ◦市議会議員に、普通救命講習会を実施

４月 ◦関東市議会議長会会長に市川議長が就任

５月 ◦議長の諮問機関として議会基本条例等
検討会を設置（P56）

 ◦八王子市議会　議会中継のあり方検討
会から「八王子市議会　議会中継のあ
り方について…–…インターネット手法に
よる議会中継の導入…–…」を議長に答申
（P62）

６月 ◦市議会議員団は、宮崎県口蹄疫被害義
援金を（社）宮崎県共同募金会に贈る

９月 ◦市議会議員の議員報酬及び費用弁償等
に関する条例の一部改正（議員報酬の
日割りに関すること）を可決

11月 ◦韓国、統栄（トンヨン）市議会議員団
が本市議会を訪問

 ◦海外友好交流都市（韓国・始興市）視察

平成 21 年

１月 ◦海外友好交流都市（中国・泰安市）視察

３月 ◦議員提出議案「政治倫理条例設定」２件
は、１件を否決し、１件を修正可決（P55）

６月 ◦議長、副議長の辞任に伴い、議長に市川
潔史議員、副議長に両角　穣議員を選出

11月 ◦海外友好交流都市（台湾・高雄市）視察

12月 ◦「地方議会改革の現状と課題」につい
て議員研修会を開催

平成 20 年

１月 ◦市長選挙　黒須隆一氏３期目就任

６月 ◦市議会議員団は、岩手・宮城内陸地震
義援金を日本赤十字社岩手県支部及び
宮城県支部に贈る

８月 ◦はちおうじ子ども議会開催
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2011

平成 23 年

３月 ◦議会運営委員会は、予算分科会、決算
分科会の公開を決定

 ◦議会基本条例等検討会が報告書を提出
（P56）

 ◦議会運営委員会は、東日本大震災の対
応のため、議会日程の短縮を決定（P46）

 ◦市議会議員は、東日本大震災義援金募
金活動に協力（P65）

 ◦市議会議員団は、東日本大震災義援金
を日本赤十字社に贈る

４月 ◦市議会議員選挙

５月 ◦臨時会を開催し、議長に水野　淳議員、
副議長に荻田米蔵議員を選出

 ◦市議会本会議のインターネット中継開始
（P62）

 ◦関東市議会議長会会長に水野議長が就任

６月 ◦地方議会議員年金制度廃止
　　　◦全国市議会議長会副会長に水野議長が

就任

10月 ◦議会基本条例素案準備会を設置（P57）

11月 ◦海外友好交流都市（中国・泰安市）視察

12月 ◦議会基本条例について議員研修会を開催

平成 24 年

１月 ◦市長選挙　石森孝志氏１期目就任

４月 ◦東京都市議会議長会会長に水野議長が
就任

６月 ◦議員提出条例「市議会の議決すべき事
件を定める条例」（基本構想の策定等）
を可決

８月 ◦韓国　始興市議会が本市議会を訪問

10月 ◦中核市移行調査特別委員会を設置（P49）
 ◦海外友好交流都市（台湾・高雄市）視察

12月 ◦「八王子市基本構想の改定」について
基本構想特別委員会で審査し、本会議
で可決（P48）
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2013
20
14
平成 26 年

２月　◦災害対策議会本部を立ち上げ、雪害に
対応（P50）

３月　◦災害対策議会本部長は、降雪対応につ
いて要望書を市長へ提出（P50･65）

 ◦議会運営委員会は、一般質問における
一問一答方式の導入を決定（P59）

４月　◦地域公共交通の理解を深めるための議
員研修会を開催

８月　◦市議会議員団は、海外友好交流都市　
高雄市のガス爆発事故に義援金を贈る

11月　◦初めての議会報告会を開催（P59）
　　　◦海外友好交流都市（中国・泰安市）視察

平成 25 年

１月　◦議会基本条例素案準備会は、素案を議
長に答申（P57）

２月　◦議会基本条例策定特別委員会を設置
（P57）

４月　◦議会基本条例策定特別委員会は市民と
の意見交換会を開催（P58）

６月　◦議長、副議長の辞任に伴い、議長に小
林信夫議員、副議長に福安　徹議員を
選出

７月　◦大規模地震災害対応マニュアルを改訂
（P64）

９月　◦市長提出議案「中核市の指定の申出に
ついて」を可決（P49）

 ◦委員会提出議案「八王子市議会基本条
例」を可決（P58）

10月　◦市議会議員団は、伊豆大島台風 26 号
土石流災害義援金を大島町に贈る

11月　◦海外友好交流都市（韓国・始興市）視察
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16

2015
2017

平成 28年

１月 •市長選挙　石森孝志氏２期目就任

３月 •八王子市議会ＩＣＴ検討会から、ＩＣＴ
の活用について答申が提出される（P63）

 •海外友好交流都市　台湾・高雄市議会
議員団が本市議会を訪問

 •市議会議員の議員報酬及び費用弁償等
に関する条例の一部改正（報酬月額を
61 万円など）を可決

４月 •市議会議員団は、熊本地震義援金を熊
本県に贈る

12月 •議会中における一時保育に関する要望
書を市長に提出

平成 27年

３月 •市議会は、2020 年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会自転車競技会場
（ＭＴＢ、ＢＭＸ及びトラック種目）の八
王子市への誘致を求める決議を可決

 •市内の交通環境の改善に向けた取り組
みの充実に関する要望書を都に提出

４月 •中核市に移行
 •市議会議員選挙

５月 •臨時会を開催し、議長に福安　徹議員、
副議長に小林鈴子議員を選出

11月 •海外友好交流都市（台湾・高雄市）視察

平成 29年

２月　•市議会だよりの愛称を「ひびき」と決定
（P61）

６月 •議長、副議長の辞任に伴い、議長に伊藤
裕司議員、副議長に村松　徹議員を選出

７月 •ドイツヴリーツェン市と海外友好交流都
市協定調印
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意見書
　地方公共団体の公益に関する事件について、議会が地方公共団体の機関としての意思
を意見としてまとめた文書。国会または関係行政庁に提出することができる。

一般質問
　議員がその属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状
況や将来に対する方針等について所信をただし、報告、説明を求めること。

一部事務組合
　二つ以上の地方公共団体が、その行政事務の一部を共同処理するために設ける地方公
共団体の組合をいう。共同処理により専門化、効率化が図られる。
八王子市が入っている一部事務組合は、下記の５組合がある。
　・東京都十一市競輪事業組合　・東京都六市競艇事業組合　・南多摩斎場組合
　・東京たま広域資源循環組合　・多摩ニュータウン環境組合
　なお、各組合には議会が存在し、構成市の議会から議員を選出している。

会期
　議会が権限を行使し、法的に活動できる期間をいう。会期の決定は、会期ごとに会期
の初めに、議会が自主的に議決で定める。なお、審議が長引き、あらかじめ定めた会期
内に終了しない場合に、会期終了日の閉会時刻前に、議決により会期を延長することが
できる。

会派
　基本的政策・理念が一致する議員をもって構成し活動する団体。八王子市議会の場合、
結成要件は議員３名以上となっている。

会派代表者会
　円滑な議会運営のための協議・調整の場として、必要に応じ会派の代表者により開か
れる会議。
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議会運営委員会
　円滑な議会運営を行うため、議会運営の全てに対し、協議し、意見調整を図る場とし
て設置された委員会

記名投票
　表決が必要な案件で、個々の議員の賛否を明らかにする採決方法。八王子市の場合、
配布される所定の白票、青票を使用し、可とするものは白票、否とするものは青票を投
票箱に投入する。白票、青票には、議員の氏名が表示されている。

決議
　議会が、政治的効果をねらい、対外的に意思を表明する必要があるときに行う行為。

公聴会
　委員会の特殊な審査形態で、重要な案件について決定する場合に、利害関係者、学識
経験者の意見を聞く会合をいう。公聴会は、議長の承認を得て、日時、場所、意見を聞
こうとする案件を公示し、応募者の中から公述人を決定する等の手続きが必要とされて
いる。

公述人
　委員会において開催される公聴会で付議された事件に対し、応募者の中から、あらか
じめ委員会において決定された賛否の意見を述べる利害関係者、学識経験者をいう。

広域連合
　地方公共団体の組合の一つで、地方公共団体が、その事務で広域にわたり処理するこ
とが適当であると認められるものに関し、広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、
総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定めて、設立するもの。
　八王子市は、東京都後期高齢者医療広域連合に入っており、その議会へ議員を選出し
ている。
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市議会議員団
　八王子市議会議員全員で構成される任意団体。親睦を図り、市政を研究し、市の発展
に資することを目的に組織されている。

市議会協議会（全員協議会）
　議長が必要と認める場合や市長からの要請により開かれる任意の会議。
本会議以外に全議員が出席する会議が他に無いため、議員相互、あるいは市長と議員と
の話し合いの場として利用される。

審議未了
　議会の会議に付議された案件が、当該会期中に審議が終わらず、継続審査の決定もさ
れないままに、会期を終える場合をいう。なお、審議未了となった案件は、廃案となる。

常任委員会
　当該地方公共団体の事務に関する調査及び議案等の審査を行うために条例で定め、常
設される委員会のこと。八王子市議会では、所管事項別に総務企画委員会、文教経済委
員会、厚生委員会、都市環境委員会の４つの常任委員会が設置されている。

請願
　憲法第 16 条に規定された平穏に請願する権利に基づくもので、公共団体が所管する
事項に関し、一定の措置を取るよう、あるいは取らないよう希望し、申し出ること。
　なお、地方公共団体の議会に請願しようとする者は、地方自治法で議員の紹介により
提出しなければならないと規定されている。
　また、八王子市議会では、請願代表者から趣旨説明をしたい旨の申し出があった場合
は、委員会で承認されれば、休憩して説明を受けることができる。

直接請求
　地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署をもって、
条例の制定や改廃、事務監査、議会の解散、長の解職などを直接請求できる制度をいう。
　一定数とは、条例制定や改廃については、選挙権を有する者の総数の 50 分の１以上
が必要とされ、それぞれの請求内容によって必要数が規定されている。
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陳情
　請願と同じく議会に対する要望、希望を申し出ることであるが、法定の形式や手続き
等の規定はなく、処理する義務が生じるものでもない。
八王子市議会では、原則として陳情書の写しを全議員に配布することとしている。
なお、議員が希望する場合は、議会運営委員会で協議し、請願と同様の取り扱いをする
ことができる。

動議
　会議において、議事の進行、休憩、散会、発言時間の制限等様々な進め方に関し、議
員から議会の決定を求める提議をいう。普通は会議場において口頭で提出され、１人以
上の賛成者をもって議題とされる。
　ただし、議案等の修正を求める修正動議は、修正案を備え、４人以上の賛成者ととも
に連署して、あらかじめ議長に提出しなければならないとされている。

討論
　議題となっている案件について、賛成、反対の意見を述べることをいう。討論終結後は、
表決が行われる。

特別委員会
　地方自治法第 109 条の規定に基づき、特定の案件を審査するために設置される委員会
で、予算審査、決算審査、基本構想、組織条例審査など、必要に応じて設置される。
なお、八王子市議会では、特定の問題について調査研究するため、常設的に設置された
特別委員会があり、現在、都市づくり・ニュータウン対策特別委員会、交通対策特別委
員会、復興支援・防災・危機管理対策特別委員会、次世代支援・高齢社会対策特別委員
会の４つが設置されている。

付託
　議案や請願等の議決を要する事件について、議会の議決に先立って、詳しく検討を加
えるため、所管の常任委員会等に審査を委託することをいう。ただし、内容が極めて簡
単なもの、急を要し委員会の審査に委ねる時間的余裕がないものなどは、議決により付
託を省略することができる。
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〜市民とともに歩む〜
八 王 子 市 議 会 記 念 誌
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